
船舶、航海番号、港コード、港コード枝番を指定し、一括して「コンテナオペレーション会社コード」
を訂正する業務を新設する。

…

業
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「コンテナオペレーション会社コード」は訂正不可項目であり、当該

項目の訂正のためには、一旦削除した後、再登録する必要がある。

積荷目録情報訂正
(積荷目録提出業務前)

CMF01

積荷目録情報登録

MFR

ＣＭＦ０１業務で削除
ＭＦＲ業務で再登録

NACC001

K001

船舶＊

船会社

JPTYO船卸港＊ -

1ACY0訂正前ＣＹ＊

B/L NACS00001
港 JPTYO
CY 1ACY0 -> 1ACY9
B/L NACS00002
港 JPTYO
CY 1ACY0 -> 1ACY9

B/L NACS00003
港 JPTYO
CY 1ACY0 -> 1ACY9

B/L NACS00004
港 JPTYO
CY 1ACY0 -> 1ACY9

1ACY9訂正後ＣＹ＊

積荷目録
ＣＹ一括訂正

CMC

一括訂正処理
(内部処理)

「積荷目録ＣＹ一括訂正」（ＣＭＣ）業務を実施することで、条件に

該当する全ての積荷目録情報に対する「コンテナオペレーション会社

コード」の一括変更を可能とする。

「コンテナオペレーション会社コード」一括訂正業務の新設

（注）「積荷目録提出」（ＤＭＦ）業務を実施後は、本業務で「コンテナオペレーション会社コード」を訂正できません。


